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○相模原市準用河川占用料徴収条例 

平成１１年１２月２２日 

条例第５０号 

改正 平成１４年１２月２４日条例第５９号 

平成３０年１２月２１日条例第６６号 

(趣旨) 

第１条 この条例は、河川法(昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。)第

１００条第１項の規定により市長が指定した準用河川について、法第３２条第１

項の規定に基づき占用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

(一部改正〔平成３０年条例６６号〕) 

(流水占用料等の徴収) 

第２条 市長は、法第２３条又は第２４条の規定による許可を受けた者(以下「占用

者」という。)から流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)

を徴収する。 

(一部改正〔平成３０年条例６６号〕) 

(流水占用料等の額) 

第３条 流水占用料等の額は、流水又は土地の占用(以下「流水等の占用」という。)

の期間等に、別表金額の欄に定める金額を乗じて得た額(その額が１００円に満た

ない場合は、１００円)とする。ただし、流水等の占用の期間が翌年度以降にわた

る場合においては、同表金額の欄に定める金額に、各年度における流水等の占用

の期間等を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が

１００円に満たない場合は、１００円)の合計額とする。 

(一部改正〔平成３０年条例６６号〕) 

(流水占用料等の徴収方法) 

第４条 流水占用料等は、流水等の占用の許可の日から１月以内に納入通知書によ

り徴収する。ただし、流水等の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、

翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を４月３０日までに徴収する。 

(占用の期間等の端数計算) 

第５条 各年度において、流水の占用の期間に１年未満の端数があるときは流水占
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用料を月割りとし、なお１月未満の端数があるときは１月として計算する。 

２ 各年度において、土地占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用

の期間が１月未満であるとき、又はその期間に１月未満の端数があるときは、１

月として計算する。 

３ 水量、表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが０．０１立

方メートル、０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満であるとき、

又はこれらの水量、面積若しくは長さに０．０１立方メートル、０．０１平方メ

ートル若しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全水量、全面積

若しくは全長又はその端数の水量、面積若しくは長さを切り捨てて計算するもの

とする。 

(一部改正〔平成１４年条例５９号〕、全部改正〔平成３０年条例６６号〕) 

(流水占用料等の不還付) 

第６条 既に納付された流水占用料等は還付しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（１）法第７５条第２項の規定による処分をしたとき。 

（２）占用者の責任でない理由により流水等の占用ができなくなったとき。 

（３）その他市長が特に必要があると認めたとき。 

(一部改正〔平成１４年条例５９号〕) 

(流水占用料等の減免) 

第７条 市長は、流水占用料等に係る占用物件が次の各号のいずれかに該当すると

認めたときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。 

（１）国又は地方公共団体の行う事業に係るもの 

（２）地方財政法(昭和２３年法律第１０９号)第６条に規定する公営企業に係る

もの 

（３）独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工

事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和６１年法律第９２号)第２条第１項に規

定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 

（４）かんがいの用に供するもの 

（５）公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)による選挙運動のために使用する
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立札、看板その他の物件 

（６）街灯又は公共の用に供する通路 

（７）その他市長が特に必要があると認めるもの 

(一部改正〔平成１４年条例５９号・３０年６６号〕) 

(委任) 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則(平成１４年１２月２４日条例第５９号) 

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成３０年１２月２１日条例第６６号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可を受けた占用に係る流

水占用料等の額については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に占用の許可を受け、施行日の前日以後に当該占用の許可の期間が満

了する土地の占用(当該土地の占用につき、土地を占用する物件がある場合にあっ

ては、当該土地を占用する物件)(以下「既占用等」という。)について、当該許可

の期間の満了後に継続して占用の許可を受ける場合における当該継続して占用の

許可を受ける日以後の既占用等に係る各年度の土地占用料(以下「年度占用料」と

いう。)の額については、別表区分の欄に定める区分ごとに改正後の第３条の規定

により算出した年度占用料の額が当該年度占用料を徴収すべき年度(以下「徴収年

度」という。)の前年度の占用料の額(徴収年度の占用の期間と徴収年度の前年度

の占用の期間が異なる場合は、徴収年度の占用の期間に相当する期間の徴収年度

の前年度の占用料の額)に１．２を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)

を超える場合には、改正後の相模原市準用河川占用料徴収条例の規定にかかわら

ず、調整占用料額とする。 

別表(第３条関係) 
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(全部改正〔平成１４年条例５９号〕、一部改正〔平成３０年条例６６号〕) 

区分 単位 金額 

流水の占用 鉱工業その他の用に供するも

の 

水量毎秒０．０１

立方メートルに

つき１年 

４９，４９７円 

通路としての占用 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

３４円 

工作物の占

用 

通路橋その

他これらに

類するもの 

占用面積が４平

方メートル以下

の部分 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

３４円 

占用面積が４平

方メートルを超

える部分 

６８円 

はけ口その他これらに類する

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

６８円 

その他のもの 相模原市道路占用料徴収条例(昭和４

４年相模原市条例第１５号)別表の例

による。 

その他の占用 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

３４円 

 


